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資本準備金の額の減少及び剰余金の処分についてのお知らせ 
 

当社取締役会は平成22年２月22日付けで、平成22年３月23日開催予定の当社第25回定時株主総会に、下

記のとおり「資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件」について付議することを決議しましたのでお知らせ

します。 

 

記  

 

１． 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の理由 

 

将来における株主への配当を早期に可能とし、また、今後の柔軟かつ機動的な資本政策に備えるもの

であります。 

 当社は、企業体質強化のために経営基盤の充実を図ると共に、株主の皆様に対する利益の還元を重要

な課題と位置づけております。 

 しかしながら、世界規模の大幅な景気後退により、当社製品の主要な供給先である携帯電話市場につ

きましても厳しい状況が続いており、企業価値の向上を株価の回復という形で達成することが、短期的

には難しい状況であると考えております。 

 当社は、今後とも継続して企業価値の向上に努めてまいりますが、一方で短期的には収益力の向上に

注力することで毎期の利益を積み上げ、中長期的な視点で当社株式を保有していただいている株主の皆

様へ、継続的な配当を実現できるように努めてまいる方針であります。 

 つきましては、早期に配当可能額を確保し配当を実現するため、純資産の部の資本準備金を全額取り

崩すことにより欠損金の填補に充てるものであります。 

 

２． 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の内容 

 

 会社法第 448 条第１項の規定に基づき、平成 21 年 12 月 31 日時点の資本準備金の全額である

6,589,906,083 円を減少させ、その他資本剰余金を 6,589,906,083 円増加させます。その後、会社法第

452 条の規定に基づき、その他資本剰余金のうち 6,589,906,083 円を減少させ、繰越利益剰余金を

6,589,906,083 円増加させ、同額分の欠損を解消するものです。 

 

３．日程  

(1) 取締役会決議日 平成22年２月22日  

(2) 株主総会決議日 平成22年３月23日（予定）  

(3) 効力発生日   平成 22年３月23日（予定）  
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４． その他  

 

本件は「純資産の部」の勘定の振替処理であり、当社の純資産額に変動はなく、また業績に与える影響は

ありません。  

なお、上記内容につきましては、平成22年３月23日開催予定の定時株主総会において、承認可決される

ことを条件とします。  

以 上 


